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1963 年の 学習指導要領通達に伴 う東京都立光明養護学校 にお ける

　　　　　　　　「治療」か ら 「機能訓練」へ の転換

丹野　傑史
＊ ・安藤　隆男

＊ ＊

　学習指導要領通達に伴 い 、東京都立光明養護学校が 「治療」か ら 「機能訓練」へ の

転換 した こ とに よる、指導体制や教員の 役割の 変化 に つ い て検討 した 。 東京都で は機

能訓練 師を導入 し 、 「機能訓練」 を専任で 担当 した 。 「機能訓練」 は 、 マ ッ サージや上

下肢訓練等の 医学的訓練か ら構 成 された 。 また、光明養護学校で は、教員はほ とん ど

「機能訓練」 に は 関与せ ず 、 ケ
ー

ス 会議 の 出席等に 限 られた 。

一
方、学習指導要領制

定前の 光明養護学校にお ける克服指導で は、教員が教育活動を通 じて 児童の 障害の 改

善克服 に取 り組ん だ 。 しか し、 克服指導は必ず しも全校 的な取 り組み で はなか っ たこ

ともあ り、 学習指導要領制定後の 教職員構成の変容、在籍児童生徒の 障害の 重度 ・重

複化等に よ り、克服指導的な取 り組み は な くな っ た 。 同じく専任が 「機能訓練」 を担

当して い た東京都 立江戸川養護学校や東京教育大学教育学部附属桐が丘養護学校 で も

教員の 関わ りはほ とん ど み られ なか っ た 。

キー ・ワ ー ド ：東京都立 光明養護学校　「機能訓練」　機能訓練 師　学習指導要領

1．問題の所在と目的

　1963 （昭和 38）年 2 月 、 文部省 は養護 学校

小学 部学習指導要領 肢体 不 自由教育編 （以下 ，

昭和 37年度版学習指導要領） を通達
り

した 。 昭

和 37年度版 学習指導要領 で は、学校教育法第

71条 に掲 げ られた特殊教育 の 目的
2）

の 後段 「欠

陥を補 うために、必要な知識技能を授ける」に

対応する指導と して 、 「機能訓練」が教科 「体育・

機能訓練」に位置づ け られた （文部省 ［1963］5）。

「機能訓練」 は 「機能の 訓練」、「職能 の 訓練」、

「言語 の 訓練」 と い っ た 理 学療法 ・作業療法 ・

言語治療の うち学校で実施可能 な内容で構成 さ

れ （文部省 ［1967］11−12）、 実施 にあた っ て は

医師の 処方 に よ り「特別な技能を有する教職員」

が実施する と規定され た こ とか ら、 学校現場で

’

筑波大学大学 院人 聞総 合 科 学 研 究 科
＊ ＊

筑波大学人間系

は医学的訓練 と の 認識が強か っ た と指摘 され て

い る （例 えば ，細村 ［1970コ62；文部省 ［1987コ

6−7；村 田 ［1977a］ユ2）。

　 とこ ろ で 、 「機能訓 練」は昭和 37年度版学習

指導要領の 通達以 前よ り肢体不 自由養護学校で

行わ れ て い た。例 え ば、「機能訓練」 を行 っ て

い た学校として東京都立光明養護学校 （現東京

都立光明特別支援学校 ；以下 ，光明養護学校）が

あ る 。 光 明養護学校は 1932（昭和 7）年に 開校

した 日本で 最初の 肢体不 自由児学校 で あ り、 草

創期の 肢体不 自由教 育に お い て主導的 な役割
3）

を果 た した （早瀬 ［1990］6）。 光明養護学校で

は 、 開校 に も携 わ っ た 整形外科 医 の 高木 憲次

（1888−1963）が中心 とな っ て 「治療」を整備 し

（松 本 匚2005aコ83）、 各ク ラ ス に配置 され た 看

護 婦が 、マ ッ サ ージ、歩行訓練 、 玩具 治療
4｝

、

治療体操
5）
等の 医学 的訓練を行 っ た （東京市立

光 明学校 ［1932コ 28−29）。

一方で、玩具治療で
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は教科 と連携 した指導の 必要性が 指摘され （新

井 ［1935］ 62）、 治療体操 は体操 科の 代 替であ

り体育的な意味 もあ っ た など （東京市立 光明学

校 ［1938］ll）、「治療」は教育的性格 も持 ち合

わせ て い た 。

　戦 後に な る と、光明養護学校 で は、「治療 」

を医学的訓練か ら構成す る 「機能訓練」 と教育

活動か ら構成 され る克服指導に再編 した 。 「機

能訓練」につ い て は、従来行わ れ て い たマ ッ サ
ー

ジや玩具治療等が位置づ けられ 、 看護婦や養護

教諭、技師補、理療師
6）

とい っ た教職員が専任

で担 当 した 。 克服指導は 、 教員が 日常の 生活訓

練 や教科指導を通 じ 、 必要に 応 じて 医師の 指導

を受けなが ら、学校教育活動全般 を通 じて行 う

こ とが 示 され 、内容 として は、学習 における基

礎指 導等が あげ られ た （松本 ［1958］22−23）。

克服指導の 実践で は 、 教科指導の 前段階 と して

「機能訓練」を位置づ ける など、教科 と 「機能

訓練」を系統的 、

一
体的に捉えた指導が行われ

た （丹 野 ・安 藤 匚2012aコ 146−147）。 しか しな

が ら、昭和 37年度版学習指導要領の通達 に伴

い 、光明養護学校 で は 「治療」か ら 「機能訓練」

へ と転換 し、 内容 に規定 され なか っ た克服指導

は教育課程か らな くな っ た。

　 こ れまで 、 光明養護学校 を対象と した先行研

究は 、 戦前 の 光明学校 時代 の 実践 、 人物を対象

とした研究 （例えば一
宮 ［1979］　；北野 ［1988］；

松本 ［2005a］ ；杉 浦 ［1991］）、 戦後に つ い ては

学 習指導要領制定前の 教育体制 、 実践 を検討 し

た研究 （丹野 ・安藤 ［2011a，2012a］；内田 ［2013ユ）

が ある 。 学習指導要領制定後に つ い て は 、 丹 野・

安藤 （2011b）が特 別学級 の 教 育課程編 成 を検

討 し て い る が、「機能訓練」の指導体制は検 討

して い ない
。 「治療」か ら 「機能訓 練」へ と転

換 した こ と で 、 指導要領制定前の 「機能訓練」

と比 べ て、転換後 の 「機能訓練」にお ける担当

者や訓練内容が どう変化 したのか 、 克服指導が

な くな っ た こ とで教科指導との 関連が どう変容

したの かとい っ た 点に つ い て は、明 らか とな っ

て い な い 。 また 、 肢体不 自由教育全体にお い て

も、文部省は 昭和 37年度版学習 指導要 領にお

い て 「特別な技能を有する教職員」に 関わる資

格要件等を規定 しなか っ た 。 当時 、 誰が何 を指

導 して い た の か、教員 は 「機能訓練」に どう関

わ っ て い た の か につ い て もこ れ まで 検討 されて

こ な か っ た 。

　そ こ で 本研 究で は、光 明養護学校 が昭和 37

年度版学習指導要領の 通達に 伴い 「治療」 か ら

「機 能訓練」 へ と転換 した こ とに よ り、指導体

制および指導内容が教員の 役割が ど う変わ っ た

の か、克服指導の 理念 や内容に つ い て は引 き継

がれたの か どうか につ い て 明 らか にす る こ とを

目的 とした 。

1．研 究の 方法

　 1．研究対象校

　光明養護学校小学部を研 究対象 と した 。 中学

部に つ い て は、ほ とん ど の 生徒が 「機能訓練」

を受 けて い なかっ た こ と 、 高等部は 「機能訓練」

の時間が設定 されて い なか っ たこ とか ら、研 究

対象か ら除外した 。

　また 、 光明養護学校 における 「機能訓練」の

特徴 に つ い て明 らか にするため 、 比較対象校 を

設定 し た 。 2校 選 定 した 理 由は 、 「機能訓練」

の 特徴 が、学校単位な の か行政単位 なの か を明

らか にする た め で ある 。 「機能訓練」の 担 当者

に つ い て、昭和 37年度版学習指導要領で は 「特

別な技 能を有す る教職員」 と規定した が、具体

的な資格等につ い て は示 さ なか っ た 。そ の た め、

都道府県に よ っ て 「特別 な技能 を有する教職員」

の 位置づ けが違 う可能性が考 えられた 。

　そこで、光明養護学校 と同 じ都立の 単独型肢

体不 自由養護学校 1校、都立以外の 肢体不 自由

養護学校 1 校を比 較対象とする こ とに した 。 都

立 の肢体不 自由養護学校とし て は、都立江戸川

養護学校 （現東京都立 江戸川特別支援学校 ；以

下
，
江戸 川養 護学校） を選定 した 。 もう1校 に

つ い て は 、基礎的な資料で ある学校要覧が揃 っ

て い るほ か 、 当時の 「機能訓練」 の 実態を発表

した資料 も残され て い る東京教育大学教育学部

附属桐が丘養護学校 （現筑波大学附属桐が丘特

別支援学校 ； 以下 ， 桐 が丘 養護学校）の 通学部
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1963 年 の 学 習 指 導要 領 通 達 に伴 う東 京都立 光明 養護学校 にお け る 「治療」 か ら 「機能訓練」へ の 転換

を比較対象校 に選定 した 。

　 2．研究対象時期

　昭和 37年度版学習指導要領 の通 達に 伴 う指

導体制等の 変化 に つ い て 明 らか にす るため 、 学

習指導要領 実施 前年の 1962 （昭和 37）年度 か

ら1970 （昭和 45）年度 まで を対象時期 とした 。

　 3．分析の観点および資料

　「機 能訓練」 の 指導体制 、 指導内容 、 教員 の

役割 とい っ た観点か ら分析 を行 っ た 。 分析 資料

は、一
次資料 として学校要覧 、 研究紀要 、 校 内

資料 を用 い た 。
こ の 他に、機能訓練師の 導入 の

経緯を明 らか にす るため に東京都議会厚生文教

委員会の 議事録 を、各学校の 「機能訓練」の 実

態 と課題を明らか にするため に特殊教 育教育課

程研究集会の 発表集を分析 した 。 特殊教育教育

課程研 究集会は 、 文部省が主催 し、 学校現場 の

課題 を調査 して 文部省が研究課題を定め 、 全国

の 学校 が同一
の 課題に取 り組 んだ実践発表の 場

で あ り、1964 （昭和 39）年度、1965 （昭和40）

年度 は 「機能訓練」が課題 にあが っ て い る （全

国肢体不 自由養護学校長会 ［1969］ 159）。 研 究

対象 とした 3校 も東京集会 におい て発 表を行 っ

てお り、各学校の 実態や課題 を知る の に適切 な

資料で ある と判断 した 。

　また 、一
次資料を補完する 二 次資料として 当

時勤務 して い た教員の 回想録 、 座談会記録 、 周

年記念誌 を使用 した 。 なお 、 資料 に よっ て脳性

まひの 表現 が異な っ て い るが （脳性麻痺 ，脳性

マ ヒ
，
小 児麻痺等）、本研 究で は脳 性 まひ に統

一
した。

皿 d 東京都 に おける機能訓練師の導入

　東京都で は 、 肢体不 自由児 、 特 に脳性 まひ児

に対する 「機能訓練」 と し て マ ッ サ
ージを重視

し、学習指導要領制定前 の 1958 （昭和 33）年

よ りマ ッ サ
ー

ジ を担 当する技 師補 を、翌 1959

（昭和 34）年度か らは 理療師を委託料マ ッ サ ー

ジ師 と して 採用 した （小松 ［1991］231）。
い ず

れ も、国に よる基準が な い 中で、東京都が独 自

予算措置で配置 した機能訓練専任の 職員で あ っ

た 。

　理 療師は非常勤職員で あ り、1961 （昭和 36）

年度以降理療 師の 正規職員化の 運動が起こ っ た

（糸 山 ［1965］ 6；東 京都 議 会厚 生 文 教 委員 会

［1962］69）。 東京都教育庁 もそ の 運動 に応 え、

1961 （昭和 36）年度よ り予算請求を行 っ て お り、

1963 （昭和 38） 年度予算にお い て 実習助手 と

して機能訓練師8人分
の

の 予算が 認め られ （東

京都 議会厚生 文教 委員 会 ［1963a］31）、7 名
s）

の 理療師が機能訓練師 に任用替 え とな っ た （東

京都議会厚生文教委員会 ［1963b］88）。

　翌 1964 （昭和 39）年度に は さ らに 6人分の

予算措置が認め られ （東京都議会厚生文教委員

会 ［1964］28）、前年度任用替えに な らな か っ

た 1名 と、 1963 （昭和 38）年度 に新た に理療師

として採用 され て い た 5名が機能訓練師へ と任

用替 えにな り、 正規職員化の 運動 は結実 した （糸

山 ［1965］9）。 なお 、 機能訓練 師 は、昭和 37

年度版学習指導要領 における教科 「体育 ・機能

訓練」の うちの 「機能訓練」を専門に担当す る

職員で あ り、そ の 身分は実習助手で あ っ た （小

松 ［1991］ 232）。

　 こ の よ うな経緯 もあ り、 東 京都 で は昭和 37

年度版学習指導要領の 施行時 よ り機能訓練 師に

よる 「機能訓練 」が実施 された 。 国 （文部 省）

が 資格要件等の 基準を定め な い 中、東京都は 「機

能訓練」の 重要性 を認識 し、他道府県に先駆け

専任職員 を独 自予算で 配置 した 。

1＞
F
．光明養護学校 にお ける 「機能訓練」の 構成

　　 と特徴

　昭和 37年度版学習指導要領の 通達 お よ び東

京都に よる機能訓練師の 導入 に よ り、 光明養護

学校 の 「機能訓練」 が ど う変化 したの か 、 「機

能訓練」の 教育課程上 の 位置づ け、 担当者お よ

び指導内容か ら明 らか に して い く。 第 1 に 「機

能訓練」の 教育課程上の 位置づ けで ある 。 昭和

37年度版学習指導要領で は 、 「機能訓練」は教

科 「体育 ・機能訓練」 として 、 体育 と 「機能訓

練j を合わせ て 週 に 5 時間配 当され て お り、 体

育 と 「機能訓練」 を何時間行 うかに つ い て は特

に示 されて い ない （文部省 ［1963コ3）。光明養
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護学校で は、1962 （昭和 37）年度の 時点で 「治

療」 を 3時 間 、 体育 を 2 時 間配当 してお り、 「治

療」 の 3時 間が 「機能訓練」 の時間に充て られ

て い た （東京都立 光明 養護学 校 ［1962a］ 15
，

23−24）。学習指導要領制定後は「体育・機能訓練」

と して 5 時間配当 され
9）

、 こ の うち 「機能訓練」

は 3時間配当 されて い た （東京都立光明養護学

校 匚1963］ 19； ［1964］ 13； ［1965］3； ［1966］12，

21；　［1968］　12，
24；　［1969］　14，

28；　［1970］　14，

30）。 すなわ ち 、 「機能訓練」の 時間数は学習指

導要領の 制定前後で変化 して い なか っ た 。

　第 2 に 「機能訓練」の 担当者お よび指導内容

で ある。Fig．1 に 「機能訓練」の 担 当者お よび

指導内容 を示 した 。 こ れ よ り、   看護婦お よび

養護教諭の 役割が変わ り、

一
部訓練内容に変化

が見 られ た こ と、  言語治療の 担当が 看護婦か

ら教員 に変 わ っ たこ と、の 2 点 を指摘 で きる。

1点目につ い て、機能訓練師の 導入 の伴 い 、マ ッ

サ ージや訓練 の 担 当 は機能訓 練 師の み に な っ

た 。 1965 （昭和 40）年 度 まで は理療 師や 技 師

補が 「機能訓練」 の担当者に入 っ て い るが 、 前

項で 述 べ た ように、機能訓練師は理 療師、技師

補か らの 任用替えで あ り、実質的に は、担当者

は変わ らなか っ た とい える 。 訓練の 担当か ら外

れ た看護婦お よび養護教諭 に つ い て 、 1963 （昭

和 38） 年度か ら1965 （昭和 40）年 度 まで の 問

は役割が示 されて い な い 。 しか し、 診断業務 に

看護婦および養護教諭が関わ っ て い ない とい う

こ とは考えに くく、実際には診断の 補助業務に

携わ っ て い た と考え られ る 。 ま た、Fig．1で、

1969 （昭和 44） 年度 に 機能訓練 師が減 少 して

い る が 、 こ れ は都立城南 養護学校 が 1969 （昭

和 44）年 4 月に 開校 し、光明養護学校 の
一

部

児童生徒が転校 したためで ある 。

　訓練の担当が 、機能訓練師の み にな っ た こ と

を受け、看護婦や 養護教諭が 担当して い た玩具

治療 は行 われな くな り、 訓練内容は マ ッ サージ

を中心 に、基 本動作訓練や歩行起立訓練を行 う

よ うに な っ た 。 例 えば、1964 （昭 和39）年度

に 開催 され た特殊教育教 育課程研究集会で は、

光明養護学校 に おける 「機能訓練」の 内容と し

て 「片足立 ち」、「歩行訓練」、「立位姿勢保持」、

「階段昇 降」、 「寝返 り」、 「マ ッ サージ」があげ

られ て い た （吉岡
・藤井 ・斉藤 ・

永渕 ・
糸山 ・

桜井　匚1964］　3−5）。

　 2 点 H は、言語治療の 担当者の 変更で ある 。

1966 （昭和 41）年 度か ら 、 言語 治療 の 担 当者

が教 員の 佐藤千代子 （光 明在職 1950−1972） に

なっ た 。 佐藤千代子は音楽科の 教員で あ っ たが 、

脳性 まひ児の 歌唱指導の 前段階 と して発声訓練

や 発語訓練等の 「機 能訓練」 を重視す る など 、

言語治療に対 して 熱心 な教員で あ っ た （丹野 ・

安藤 匚2011aコ5）。なお 、佐藤千代子 は、言語

治療 の 専任 に な る 1965 （昭和 40）年度に は、

整形外科医の 田 口恒夫
’°｝

（1924−2005）の もとへ

内地留学に派遣 され た ほか （佐藤 匚1971コ奥付）、

1966 （昭和41）年度に 光明養護学校 に復帰 し

た後 は、音楽科 の 担当で はな く言語治療 の 専任

として勤務 して い た。

　 と こ ろ で 、 1968 （昭和 43） 年度 の 学校 要 覧

で は 、 「41年度 よ り言語治療室
】1）

を設けて 本年

度は 3年 目を迎える」 と記述 されて お り （東京

都立 光明養護学校 ［1968］24）、佐藤千代子 も、

光明養護i学校研究紀要で 「本校に言語治療部門

を設 けて その 研究 と開拓 を 目指 した の は 41年

度か ら」 と記 して お り （佐藤 ［1969］ 3）、 両記

述 よ り光 明養 護学校 に おけ る言語 治療 は 1966

（昭和 41）年 度か ら開始 され た と考 えら れ る 。

一
方で 、 丹 野 ・安藤 （2011a） は 、 学 校要覧 や

肢体不 自由研究協議会 （全 国肢体不 自由 （児）

養護学校長会主催）、肢体不 自由教育研究発表

会 （文部省 ，日本肢体不 自由児協会主 催）等の

記録 を基 に 、 1959 （昭和 34）年度か ら 1961 （昭

和 36）年度に か けて 、教 員の 松本 昌介 （光明

在職 1959−1979）が 看護婦 と と もに田 口 恒夫の

指示 を受けて言語 治療 を行 っ て い た と指摘 して

い る （丹野 ・安藤 ［2011a］5）。 学校 要覧等の

記述 にお い て、こ の よ うな矛盾が見 られ た要因

とし て 、 松本昌介が担当した言語治療の 位置づ

けが あ げ られ る 。 1959 （昭 和 34） 年度 か ら

1962 （昭和 37）年度 に か け て の 言 語 治療 は 、

「機能 訓練」 で ある と同時 に 、 特別学級の 前段
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階 とし て の 役割も担 っ て い た 。 その ため、後年

の 1972 （昭和 47）年度に 出され た 『本校の 重

複障害児教育 （昭和 47年 度報告）』で は 、 松本

昌介担当の 言語治療は 、 特別学級の 系譜 に位置

づ け られ て い る
12｝

（東京都立光明養護学校重複

障害児教育研究係 ［1972］ 1）。

　以上 、 光明養護学校の 「治療」か ら 「機能訓

練」へ の 転換後の 指導体制 に つ い て 検討 して き

た 。 言語治療 を専任で担 当 して い た佐藤千代子

を除 くと 、 担当者に教員は含まれて い なか っ た。

　 とこ ろで 、 問題の 所在 と 目的で 述べ た よ うに 、

学習指導要領制定前の 光明養護学校で は教員に

よる 克服指導が行 われ て い たが、昭和 37年度

版学習指導要領の 通達 に合わせ て教育課程か ら

はな くな っ て い る 。

一
方で 、 昭和 37年度版学

習指導要領の 解説等で は 「機能訓練」の 時 間の

指導だ けで なく、学校教育活動全般を通 じて 「機

能訓練 」を行う必 要性が 指摘 され た （例 えば
，

藤田 ［1963］95；文部省 匚1965］26）。 学校教育

活動全般を通 じた 「機能訓練」で は 、 児童生徒

が自 ら進 ん で 障害 を克服 しよ うとす る積極的な

態度を養成 し、生活能力の 向上 を目指す こ とが

重視 され て お り （文部省 匚1967］134）、克服指

導の 目的 と近 い もの が ある 。

　次項 で は 、 「機能訓練」に お い て教 員が どの

よ うな役 割 を担 っ て い た の か （い なか っ た の

か ）、学校教育活 動全般 を通 じて 「機 能訓練」

を行 う必要性が指摘され る中で、同 じよ うな 目

的を持 っ て い た克服指導の よ うな指導形態 が引

き継が れ たのか どうか に つ い て検討する 。

V ．「機能訓練」にお ける教員の 関与の低下

　光明養護学校で は 、 開校当初 よ り看護婦 を 中

心 とした専任が医学的訓練 を担 当 してお り、 教

員の 関与が 少な か っ た
13｝

。 例えば、戦前の 「治

療」で は教員の 関与 は治療体操の 補助な どに 限

られ た （小 野 ［1969］437）。 戦後 、 「治療 」 を

再編 し訓練の 類が 「機能訓練」に まとめ られ て

以 降 も、「機能訓練」の 担当は 理療師や技師補

が 中心で あ り、 教員 と して 関わ っ て い た の は言

訓 練内容 　 　 　 　年 度
担当

19621963i1964i1965i1966i1967i1968i196gi1970
i　　 　 　 ：　　 　 　 ：　 　 　 　 ：

1
… … i ii i i
　　　　　　　　…　　 i　　 ；　　 ：　　 …
　 　 　 　 　 　 　 　 …

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 …

マ ッ サ
ージ 1）

基 本動 作訓練

上 下肢 訓 練

　 歩 行 訓 練

　技師補

　 理 療師

機能訓練師

　看護婦

養護教諭

52ii

1

1　　　：　　 5　　　i　　 6　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　7　　　　　　7

… i … … i ・ …

　i　 i　 …　 i　 i　 ｝　 i1

i　　　　　　　 i

玩 具治療

看護婦

養護教諭

1

l

　　　　　　　　　　　　　　　
i
　　　　≡　　　　 i　　　　

：

i ii i ii i1

言 語 治療

看護婦

専任教員

工 ← ｝
…
鐃　、 ： … 、 …

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 冨

・ i ・ ・ ・ ・ …　 2
…

・

　 　 　 …　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i．．　　　．．．
　 　 　 　 2）
診断補助等

看護婦

養護教諭

．．． ．．．
　　

：

　 　
：

　 　 　 1i2i2 　 ： 2 … 2

・＿＿1＿＿ i．．．＿ i　 ：

　
…
　

l

　 i．．． 「
、　 1　 、　 1　 、　 1　 、　 1　 …　 1

　　　　　　 Fig．1　「機能訓練」の 担当者お よ び 内容

　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　数宇は人数を示 し，破線 の とこ ろは不明確．

　　 　　 　　　 　　 　　 　　 1＞看護婦 と養護教諭 は マ ッ サージ は 担当し て い ない ．

　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　 2）診断 を行 うの は 整形外 科 医．
東 京 都 立 光明養護学校 （1963，1964，1965，1966，1968，1969，1970，1972） よ り作成
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語治療専任の 松本昌介だ けで あ っ た （丹野 ・安

藤　　［2011a］　3−4）。

　 学習指導要領制定以後 も教員の 関わ りは 限定

的で あ る 。 1966 （昭和 41）年度の 学校要覧で は、

担任の 役割は ク ラ ス の 児童全員が訓練を受ける

際の 補助者に限 られ て い る （東京都立光明養護

学校 ［1966］21−22）。 1968 （昭和 43）年度 にな

る と、 介助職員
’4）

が導入 され た こ と もあ り、訓

練 の 際の 介助 は介助職員の 担当 とな り、 教員の

関与 は月 1 回の ケ
ース 会議や 学期末の 話 し合 い

等だ けで あ り （東京都立 光明養護学校 ［1968］

24）、「機 能 訓 練 」 の 時 間 の 指 導 に は 関

わ っ て い な い 実態 も報告 され て い る
15）

（糸 山

匸1965］ 13）。 教員の 関与が さらに低 下 して い る

様子が うかが えた 。

　次に、克服指導に つ い て で ある 。 問題の 所在

と目的で述べ たよ うに、克服指導は学習指導要

領 の 制 定 に あわ せ、1963 （昭和 38）年度 よ り

教育課程か らな くな っ た 。 学校にお い て、そ れ

まで 行われ て い た指導が急 に行 われな くなる こ

とは考 えに くい が 、 光明養護学校 にお ける克服

指導は、次の 4 つ の 要因か ら、 学習指導要領制

定後は ほ とん ど引き継がれ なか っ た の で は な い

か と示唆 され た 。

　 第 1 に 、機能訓練師の 導入の よ る 職域 の 明確

化 で ある 。 昭和 37年 度版 学習 指導 要領 で は 、

「機能訓練」 の 担 当者 は 「特別 な技 能 を有す る

教 職員」 と規定 されて い たが、東京都が導入 し

た 機能訓練師は、 まさに 「特別 な技能を有する

教職員」に該当する職員だ っ た とい える 。 機能

訓練師の 存在 に よ り、 「機能訓練」 は機 能訓練

師の 担当で あ り、 教員の担 当で は ない と い う認

識が、特に機能訓練師導入後 に赴任 した教員 に

は あ っ た の で は ない か と推察され る 。

　第 2 に、重度の脳性まひ児教育の 在 り方の 模

索 とい う新 た な教育課題で ある 。 光明養護学校

に お い て も、 「重度 の 脳性 まひ児の 実態把握 お

よびそ の 特性に即 した指導」が教育の 努力点と

して 掲げ られ て い た （東京都立光 明養護学校

［1963］　17；［1964］　ll；匚1966］　11；［1968］　11）。

　第 3 に、教 職員構成 の 変化 で あ る 。 Fig．2 に

光明養護学校小学部教員の 人数お よび教職経験

年数 の推移 を示 した 。 光明養護学校小学部で は 、

1963（昭和 38）年度か ら 1965（昭和 40）年度に

か けて 教員構成が大 き く変化 した 。
こ の うち 、

1963 （昭和 38）年度末か ら 1964 （昭和 39）年度

に つ い て は、1959 （昭和 34）年 4 月に赴任 した

5 名の 教 員が 5年 目まで の 層か ら 6年〜10年

目の 層 に移行 した もの で あ り、 実質的に は職員

構 成 は 変化 して い な い 。

一方 で 、 1964 （昭和

39）年度末か ら 1965（昭和 40）年度 にかけて は、

10年以 上 の ベ テ ラ ン 教員が 3 人 異動 し、併せ

て新任教員が 5 名赴任 した こ とに よ り、教職員

構成が大 きく変化 した 。 こ の 結果、克服指導を

経験 して い る教員は 、 1962（昭和 37）年度 に は

17名い た の が 1965 （昭和 40）年度には ほぼ半分

の 9 名 に まで 減少 した 。

　第 4 に、克服指導に対する教職員の 認識 で あ

る。克服指導が行われ て い た学習指導要領制定

前の 光 明養護 学 校 の 教員 組織 文化 に つ い て、

「各教員の や りた い ようにや らせ て くれた」 （松

本 匚2005b］ 54）、 「学級王国 とい う言 葉が あ る

が光明 はその 通 りであ っ た」 （三 浦 ［1990］20）

とい っ た言及が ある 。 こ れ らの 言及か らは 自律

性が 高 く、 個 々 の専 門性 に基づ い た指導が 展開

され て い た こ とが推 察 される が 、 自律性 の 高 い

教員組織文化 で は組織全体 として合意するこ と

が 難 しい こ と も指摘 され て い る （今津 ［1992］

46）。 実際 に、克服指導 は 目的 と指導 方針 に つ

い ては示され たが、具体的な指導内容や指導場

面は各教員に任され て い た こ ともあ り、教員間

で 教科指導と 「機能訓練」の 関連づ けや 「機能

訓練」 の 取 り扱 い に違 い が あっ た こ とが指摘 さ

れて い る （丹野 ・安藤 ［2012］ 147）。 克服指導

は、開始当初 よ り教員個人 の 実践 に留 まっ て い

た の で は ない か と考えられ る 。

　以上 、 克服指導が 引 き継が れ なか っ た要因 と

して 4 つ の 可能性 を述べ た 。 第 1 か ら第 3 の 要

因に つ い て は ほぼ 同時に、 しか も極め て短期 間

に 起 きて い る 。 第 4 の 要因か ら共通理 解が成立

しに くい 教員組織文化 を持 っ て い た学校 にお い

て、第 1か ら第 3の 要 因が 加 わ っ た こ と で 、
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　　 Fig．2　光明養護学校小学部における教員構成 の変化

　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 1）1967 年 度 は担 任 の み （専科 含 まず ），

東 京都 立光明 養 護学校 （1963，1964，1966，1968，1969，1970，1972） よ り作成．

「機能訓練」の み な らず克服指導に対 する 関心

も低下 した可能性が示唆され た。

VI．光明養護学校の 「機能訓練」の特徴

　こ こ か らは 、 光明養護学校の 「機能訓練」の

特徴 を、江戸 川養護学校、桐が 丘 養護学校の

「機能訓練」の 指導体制、訓練内容、教員 の 役

割 との 比較か ら検討する。Table　1に 3 校の 「機

能訓練」の 教育課程上 の 位置づ け、「機能訓 練」

の 担当者お よび訓練内容 、 教員の役割に つ い て

示 した 。 3校 とも基本的に 昭和 37年度版学習指

導要領の 標準時間通 り 「体育 ・機能訓練」を 5

時間を配当し、3 時間を 「機能訓練」の 時間に

充て て い た 。 また、江戸川養護学校 と桐が丘 養

護学校 と もに体育 と「機能訓練」を並行 して 行 っ

て お り、 校 医の 診 断によ っ て 「機能訓練」が必

要 な児童は 「機能訓練」 を 、 「機能訓練」の 必

要が ない 児童に つ い て は 担任 に よ る 体育が 行わ

れて い た 。 例えば、江戸川養護学校 では小学部

1、2年生 は全児童が 「機能訓練」を受け、小

学部 3年生 以上 に つ い て は整形外科 医の 診察に

基づ き、 機能訓練師 と担任が協議 して 「機能訓

練」の 必要性 の有無 を判断 して い た （西 ［1964］

1；東京都 立江戸川養護学校 ［1966コ 46；東京都

立江戸 川養護学校 ［1967］39）。

　次 に 、 「機能訓練」の 担 当者お よ び訓練 内容

で ある。江戸川養護学校 は光明養護学校 と同 じ

く都立肢体不 自由養護学校 で あ り、機能訓練師

が 「機能訓練」 の 専任 として 配置 され て い た 。

訓練内容 も基本訓練、上下肢の 運動機能訓練、

日常動作訓練とほぼ 同 じであ っ た （西 匚1964コ2；

東京都立江戸川養護学校 匚1966］46−47；東京都

立江 戸川養護学校 ［1967］39−40）。 また 、 光明

養 護学校 で は 1966 （昭和 41）年 度か ら開始 し

て い た言語治療 につ い て は 、 1967 （昭和 42）年

度に 「お は なし の教室」 を立 ち上げ、 話すこ と

に重点を置い た指導が 開始 された （東京都立江

戸川養護学校 匚1967］40）。

　桐が 丘 養護学校で は 、 訓練 内容 は上 肢 訓練、

下肢訓練 、 言語訓練が位置づ け られ てお り、光

明養護学校 、 江戸川養護学校 と共通 した内容で

あ っ た。 また、桐が丘養護学校で は上肢訓練は

OT 、 下肢訓 練は PT、言語訓練は ST と訓練の 内

容に合わせ て機能訓練師を配置 して い だ
6）
（松

本 ・三沢 匚1964］ 1）。

　最後 に教員 の 役割 につ い てで ある 。 3校 とも

教員の 関 わ りは 非常に少 な い 様子 が 看取 で き

た 。 江戸川 養護学校で は、機能訓練師が全面的

に 「機能訓練」の 指導、評価を行 っ て い た実態

が 指摘 され て い る （西 ［1964］2−3）。 桐が丘 養
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Table　1　 各学校 の 「機能訓練」 の 指導体制

光明 江戸川 桐 が 丘

機能訓練担当者
機能訓練師

言語治療専任
機能訓練師 PT ，　OT ，　 ST

配当時数 3
　0 （体育組）

3 （機能訓練組）
1〜3i，

訓練内容

基本動作訓練

上下肢訓練

　歩行訓練

　言語治療

基 本動作訓練

上 下肢訓練

上 肢訓練

下肢訓練

言語訓練

　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 1）児 童 の 実 態 に応 じて 時 間数 を決定 ．

　　　　　　　　 東京都 立 光明養護学校 （1963，1964，1966，1968，ユ969，1970），

　　　　　 東京都立 桐が 丘 養護学校 （1963，1964，1965，1966，ユ968，ユ969，ユ970＞，
東京都 立 江 戸 川 養護学校 （1966，1967），西 （1964），松本 ・三 沢 （／964） よ り作成 ．

護学校 にお い て も、PT、　 OT 、
　 ST とそれぞれ専

門家を配置 し、 専門性の 高 い 訓練が行えた
一

方

で、「機能訓練」が 分業化 され 、結果 的に教 員

が児童の 実態 を正 しく把握 で きない 実態がある

こ とが指摘 され た （石 川 ［1964］7）。

　以上 3校の 「機能訓練」の比 較を試み た 。 3

校 と もに機能訓練師を配置 して お り、「機能訓

練」の 指導体制 に大 きな違 い は なく、 教員の 役

割も限定され て い た 。

w ．お わ りに

　 1971 （昭和 46）年の 学習指導要領改訂 に よ り、

領 域 「養護 ・訓練 」が新 設 され 、 「機 能訓練 」

は 「養護 ・訓練」 へ 移行 した 。 また、1973 （昭

和 48）年 7 月 に は教育 職員免許法が
一

部改正

され （昭和 48年法律第 57号）、養護 ・訓練 を担

当する専任教員 として養護訓練教諭の規定が 定

め られた 。 こ れに よ り、 初 め て この 分野の 専任

教員の 資格要件が 定め られ た 。 東京都が 「機 能

訓練」の 専任として機能訓練師 を導入 し て か ら

10年 後 の こ と で あ っ た 。 実習助手 で あ る機能

訓練師が教科を担 当する こ との 問題や評価の 在

り方な ど課題 もあ っ たが 、 専門性の高い 指導を

行 うた めに専任職員を い ち早 く採用 した東京都

は 、 先導的な役割を果た した とい える。

　一方で 、機能訓練師の 導入に よ り職域が明確

に なっ た こ と もあ り、教員の 関わ りは低下 した 。

こ れは 、 本研究で 検討 した光明養護学校、江 戸

川養護学校 、 桐が 丘 養護学 校の 3 校に限 らず、

機能訓練担 当の 専任教職員を配置 して い た多 く

の 学校で 見 られた と い う指摘 もある
17）

（例 えば
，

ホ†E日　［1977a］　16）o

　とこ ろで、学習指導要領制定前の 「機能訓練」

に つ い て 、 例 えば神戸市立友生養護学校や京都

市立呉竹養護学校の よ うに 、全教職員が 「機能

訓練」 を担 当 して い た学校 もあ っ た 。 今後 は 、

こ れ らの 学校 に お い て 、 昭和 37年 度版学習指

導要領制定後、 「機能訓練」 は誰 が担 当 して い

た の か、教員 は ど の よ うな役割を果た し て い た

の か、ある い は 「機能訓練」は どの ような位置

づ けであ っ た の か に つ い て、こ れらの 学校 に 関

わる資料 を収集し 、 光明養護学校の指導体制等

と比較検 討 して い くこ と必要 で あ る と思わ れ

る。

註

1）1958（昭和 33＞年に 出された小学校学習指導要

　 領が 告 示 の 形 式 で あ っ た の に 対 し、昭和 38年

　 版学習指導要領は、試案的 な意味 の 強 い 学習指

　 導要領 とい う位置づ け で あっ た こ とか ら （村田

　 ［1977b］103；文部省 ［1965］19）、告 示 で は な

　 く文部省事務次官通達 と い う形で 出さ れ た。
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1963年の 学 習指導要 領通 達 に伴う東京都立 光明 養護学校 にお け る 「治療」か ら 「機能訓練」へ の 転換

2）2006年の学校教育法改正 に よ り特殊教育は特別

　 支援教育 へ と移行し、目的の 後段は 「障害に よ

　 る学習上又 は 生活上 の困難を克服 し自立 を図る

　 た め に」と改め られ た 。 さらに 、 2007年の 「学

　 校教 育法 等の
一

部 を改正す る法律」 （平成 19年

　 法律第 96号） に よ り、特別支援教育の 目的は

　 学校教育法第72条に 改め られた 。

3）教 育指導者講習会 （文部省主催）や養護学校、

　 特殊学級 （肢 体不 自由児）教員養成 講習 の 会場

　 校 となり、 光明養護学校 の 教員が 講師を務め た

　 （東京都立光明養護学校 ［1962b］21−38）。また、

　 各養護学校 の 教職員が光 明養護学校 に 来校 して

　 指導を受けるな ど した （藤田 ［1982］63；早瀬

　 ［1990］　6）D

4）玩具治療は、光明養護学校初代校 医 で ある竹澤

　 さだ め （1903−1943）が 始め た もの で あ り （松

　 本 ［2005a］90）、玩具を使用 し遊戯中に 自然に

　 行わ れ る 上肢の 運動を治療手段に応用 したもの

　 で ある （新井 ［1935］58＞。

5）治療体操 は、「欠 陥部位 の 治療矯正 を目的 と し

　 て 、 合 理 的 に 配列 さ れ た体育的運動類 」（東京

　 市立光明学校 ［ユ938］11）で あ り、主 に粗大運

　 動 の 訓練を、全教職員 が担当し た （北野 ［1988］

　 175＞。

6＞理療師は 、 1959 （昭和 34）年度よ り採用さ れ た、

　 マ ッ サージを担当する嘱託 の非常勤職員で あ っ

　 た （東京都議会厚生文教委員会 ［1962］69＞。

7）東京都 教育庁 が 予算請求 した の は 16名分 で

　 あ っ た （東京都議会厚生文教委員会 ［1963b］

　 33＞D

8）1962 （昭和 37）年度に理療師 と して 勤務 して い

　 た の は光 明養護学校、江戸川養護学校合 わせ て

　 8名であ り、 7名 の 任用替えに よ り 1 名が 1963

　 （昭和 38＞年度も引き続 き理療師と し て勤務 した

　 （東京都特殊教 職員 組合連合東京特殊 学校教 職

　 員組合機能訓練師部会 ［1965］8）。 また、機能

　 訓練 師に採用 された残 りの 1名は、東京都議会

　 厚生文教委員会で は看護婦とな っ て い る が （東

　 京都議会厚生文教委員会 ［1963c］85）、技師補

　 で あ っ た と指摘 する資料 もあ る （糸 山［1965］7）。

9）1965 （昭和 40）年度 ま で は体育 2 時 間、「機能

　 訓練」3 時間と配当され て お り、 1966 （昭和 41）

　 年度以降は体育 ・機 能訓練 で 5 時間配当され て

　 い た 。

10）整形外科医 で あ り、肢体不 自由児施 設 「整肢療

　 護園」 で 言語 訓練 の 指導を行 っ たほか 、 国立 ろ

　　うあ者更生 指導所 （現国立身体障害者 リハ ビ リ

　 テーシ ョ ン セ ン ター）言語課医療課長も務めた 。

11）施設設備 として の 「言語治療室」は 1959 （昭和

　 34）年に設置され て い る こ と か ら （東京都立光

　 明養護学校 ［1959］4）、こ こ で い う 「言語治療

　 室」は指導部 門だ と推察 される 。

12）1965 （昭和 40）年度の特殊教育研究発表集会に

　 お い て 、長沢 （1965）は光明養護学校 で は 1959

　　（昭和34）年度か ら特別学級の 設置が認め られ

　 たが、実際に は特別学級を設置せ ず言葉の 指導

　 を行 っ た こ と、そ の 状態は 1961 （昭和 36）年

　 度 まで 3年間続 い て い た 発表 して い る （長沢

　　［1965］　3）o

l3）1935 （昭和 10）年か ら光明養護学校 （当時 は光

　 明学校）に勤め、後に校長も務めた小野勲 （光

　 明養護学校在職 1935−1938，1958−1972 ；校長在任

　 1958−1972）は、当時 「治療」は 毎 日行わ れ て

　 い た こ と、「治療」に訓導 （教員）は 関わ っ て

　 い なか っ た こ とを述懐 して い る （小野 匚1969］

　 437）。

14＞東京都で は、光明養護学校教員の松本昌介や 光

　 明養護学校PTA が 中心 とな っ て 介助員配置の 運

　 動 を行 い 、1967 （昭和 42）年度 よ り各学校 に介

　 助員の 配置が認め られた （松本 ［1998］31−88）。

　 機能訓練師同様、介助員 も東京都 の 独 自予算措

　 置で あっ た 。

15）糸山 （1965）に よ る と、「機能訓練」 は教科 で

　 あり、 教員で ない 機能訓練師が 評価を行 うこ と

　 は制度上 で きな い ため、機能訓練師の評価を参

　 考に 、 担任が 児童生徒の 「機能訓練」 の 最終評

　 価 を行 っ て い た （糸山 ［1965］ 14）。

16＞専任職員 の うち、PT と ST は非常勤であ っ た （松

　 本 ・三 沢 ［1964］1）。な お、PT とOT に関 して

　 「理学療法士及 び作業療法士法」が施行 された

　 の は 1965 （昭和40）年 （昭和40年法律第 137 号）、

　 ST に 関 して 「言語聴 覚士法」が施行 され た の

　 は 1997 （平成 9 年）（平成 9 年法律第 132 号）で

　 あ る 。 PT と OT につ い て は、桐が丘養護学校 の

　 入院部 （現在の 施設併設部）が併設する、肢体

　 不 自由児 施設整 肢療護園が厚生省の 委託 を受

　 け、 1961 （昭和 36＞年度よ り肢体不自由児施設

　 の 機能訓練担 当者 を対象に、PT と OT に 関する

　 研修を開始 して い る （整肢療護園 ［1961］ 17）。

17）村田 （1977a）で は指摘の 根拠は 示 さ れ て い な
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い が、当時村田茂は文部省初等中等教育局特殊

教育教科調査官 を務 め て お り、全 国的な傾 向 に

つ い て は把握 して い た と考え ら れ、そ れ を元 に

指摘 した もの だ と推察され る。
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Conversion from 
"Chiryo"

 to "Kinou  kunren"  by the Formation  of  Course of  Study at

   Ibkyo Metropolitan Komei  Special School for Pupils with  Physical Disabilities

Takahito TANNO"  and  TakaoANDO**

  The purpose of  the present study  was  to investjgate the conversion  from ''chiryo"

 into "kinou

kunren" at the Tokyo  Metropelitan Komei  Special School fbr pupils with  physical disabilities by the

fbrmation of  course  of  study  in 1963. "Kinou

 kunren" at the Komei  School was  analyzed  from the

point of  instmctor, contents,  and  the role of  the teachers, At  the Komei  school,  instructors of  
"kinou

kunreni', which  were  assigned  by Tokyo  Metropolitan Board of  Education, practiced medical  training

such  as  massage  or 
"kinou

 ktmren"' for upper  or lower limb. Tl achers  of  Komei School were  hardly

involved with  
"Kinou

 kunren" and  the participation of  them was  limited to the meeting  and  so  on,

Before fbrrnation of  course  of  study, educational  instruction named  
"kokufuku

 shido",  which  was

related with  
"kinou

 kunren", was  instmcted by teachers at  the Komei  school.  But 
"kokufuku

 shido"

was  not instruciton based on  cornmon  understancling.  Therefore these  instmctions disappeared after  the

formation of  course  ofstudy,  since  change  ofcomposition  ofteachers  at Komei  School or increase of

pupils with  severe  disabilities. At the Tbkyo Metropotitan Edogawa Special School and  Kirigaoka

Special School, [Ibkyo University ofEducation,  specialists carried out 
d'kinou

 kunren" and  the role  or

participation ofteachers  was  also limited too.

Key words:  Tbkyo Metropolitan Komei Special School for pupils with  physical disabilities, 
'"kinou

        kunren", instmctor of"kinou  kunren", course  of study
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